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その他の電⼦提供措置事項(交付書⾯省略事項) 

 
 

○事業報告のうち以下の事項 
・企業集団の現況に関する事項のうち、 

事業の経過及びその成果 
対処すべき課題 
財産及び損益の状況 
主要な事業内容 
主要な営業所及び⼯場 
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社外役員の主な活動状況 
社外役員の報酬等の総額等 
責任限定契約の内容の概要 
役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

・会計監査⼈に関する事項 
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企業集団の現況に関する事項 
１. 事業の経過及びその成果 
   当社グループは、2035年⻑期ビジョン「あらゆるニーズを実現する“ものづくり⼒”で、次の100年に貢献する」の実現に向けた最初のマイ

ルストーンとして、2025年３⽉期から2027年３⽉期を対象期間とした中期経営計画「SMK Next100」を策定しました。本計画期間を「持続的
成⻑に向けた構造改⾰を加速させる期間」と位置づけ、売上・利益の成⻑軌道への回帰に向けた資源投下とコスト構造改⾰、製販⼀体体制への
移⾏など、経営基盤の強化に取り組んでまいりました。しかし、⾜許の状況としては、ＣＳ事業は情報通信市場の競争激化等の影響を受け低成
⻑にとどまり、ＳＣＩ事業は欧⽶の家電市場の伸び悩み等の影響により低迷が続いています。また、イノベーションセンターは新製品開発・新
規ビジネス化の遅れにより⾚字が継続しております。 

当社ではこのような現状を踏まえ、2025年３⽉25⽇に公表した通り、構造改⾰のさらなる加速に向け、「構造改⾰プログラム」を策定し取り
組みを推進しております。不採算事業の撤退・縮⼩を進め、成⻑性や採算性の⾼い分野へリソースを集中配分するとともに、⼈員数や⼈材ポー
トフォリオの最適化、規模適正化を進めるなどコスト構造を⾒直すことで、成⻑軌道への回帰を加速させ、⻑期ビジョンならびに中期経営計画
で掲げた⽬標の実現を⽬指してまいります。 

当連結会計年度における世界経済は、⽶国経済の底堅さを背景に概ね安定した動きとなりました。⼀⽅、⽶国の関税政策に伴う景気下押し懸
念、ウクライナ紛争の⻑期化や中東情勢の緊迫化等の地政学リスクの⾼まり、中国経済の成⻑鈍化など、先⾏きの不透明感が⾼まっております。
また、これらの要因や⽇⽶⾦利差を背景にドル円為替相場も円安で推移する状況が続いております。 

当電⼦部品業界におきましては、市況全体としては緩やかな回復基調となりました。⾞載市場では、世界的な⾃動⾞販売の減速やＥＶの失速
により停滞感が⾒られました。情報通信市場では、スマートフォン、タブレットは緩やかな回復傾向は⾒られるものの全体としては低調な状況
が続きました。⼀⽅、ＡＩサーバー/データセンター関連分野は引き続き拡⼤しました。家電市場では、ゲーム関連は好調に推移し、エアコンな
どの⽩物家電も堅調に推移しました。産機市場においては、半導体・ＡＩ分野向け投資の下⽀えにより在庫⽔準が徐々に適正化に向かい、回復
の兆しが⾒え始めました。 

当連結会計年度においては、ＣＳ事業の売上⾼は情報通信市場が前年を下回りましたが、⾞載、家電、産機市場が好調に推移し前年を上回る
結果となりました。ＳＣＩ事業の売上⾼は情報通信市場が前年を割り込みましたが、家電、⾞載、産機市場が好調で前年を上回りました。この
結果、売上⾼は482億４百万円(前期⽐0.3％増)、営業利益は４億３千万円(前期は営業損失２億２千万円)となりました。経常利益は12億４千３
百万円(前期⽐126.3％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は５千６百万円(前期は親会社株主に帰属する当期純損失18億８千４百万円)とな
りました。 

 
セグメント別売上実績                                                                   （単位︓百万円） 

セグメント 第103期(前期) 第104期(当期) 対前期 
増減率 

CS事業部 22,156 22,520 1.6％ 
SCI事業部 25,643 25,621 △0.1％ 
イノベーションセンター 251 62 △75.2％ 
合計 48,051 48,204 0.3％ 

 
セグメント別の概況 
 

・ＣＳ事業部 
 事業内容︓コネクタ（同軸、基板対基板、ＦＰＣ）、ジャックの製造販売 
 

⾞載市場では、カメラ関連や電装関連が堅調だったのに加え、バッテリー関連や２輪⾞向けが拡⼤し、前年を上回る結果となりました。家電
市場は、アミューズメント関連やデジカメ関連の拡⼤により前年を上回り、産機市場も再⽣可能エネルギー関連の好調を受けて前年を上回りま
した。⼀⽅、情報通信市場では、スマートフォン向けが減少し前年を下回る結果となりました。 

この結果、当事業の売上⾼は225億２千万円(前期⽐1.6％増)に、営業利益は11億８千７百万円(前期⽐22.6％減)となりました。 
 

・ＳＣＩ事業部 
 事業内容︓リモコン、カメラモジュール、センサー/センシング製品、ユニットの製造販売 

 
家電市場では、リモコンにおいてサニタリー⽤・エアコン⽤が好調でしたが、住設⽤・スマート家電⽤が前年を割り込み、全体としては前年

並みとなりました。⼀⽅、⾞載市場では⾞両⽤ユニットやE-Bike⽤ユニット、スイッチが好調に推移し前年を上回る結果となりました。 
この結果、当事業の売上⾼は256億２千１百万円(前期⽐0.1％減)、営業損失は３億７千８百万円(前期は営業損失13億８百万円)となりました。 
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・イノベーションセンター 
 事業内容︓⾳声による分析技術、筋電センサーの開発・販売 
 
  イノベーションセンターではコスト管理強化の取り組みとして事業の選択と集中を進めており、「⾳声によるあたまの健康度分析技術」と

「筋電センサー」の２事業にリソースを集中することとしましたが、事業化が遅れております。⼀⽅、これまでの主⼒ビジネスであった通信モ
ジュール事業については、全社的な効率性を考慮し、2025年６⽉よりＳＣＩ事業部へ移管しました。 

この結果、当事業の売上⾼は６千２百万円(前期⽐75.2％減)、営業損失は３億７千９百万円(前期は営業損失４億４千６百万円)となりました。 
 
2. 対処すべき課題 

世界経済は、ＡＩ関連分野の拡⼤による景気押上げ効果もあり、緩やかな成⻑トレンドが続く⾒通しです。⼀⽅で、⽶国の⾃国第⼀主義に基づ
く関税政策、中国経済の低迷、ウクライナ紛争の⻑期化や中東情勢緊迫化にともなう地政学リスクの⾼まりなどから、先⾏きの不透明感は増⼤し
ております。 

当社グループは、斯かる環境下、グローバルでの⽣産体制の効率化、お客様のニーズに的確に対応した新製品の投⼊、売価改定、固定費の削減
等を強化してまいります。そして、2025年３⽉25⽇発表の「構造改⾰プログラム」を着実に実⾏することで、当社グループ全体での収益⼒と成⻑
⼒を向上させ、企業価値の最⼤化を図ります。 
 
3. 財産及び損益の状況 

期 別 
区 分 

第101期 
（2022.４〜 

2023.３） 

第102期 
（2023.４〜 

2024.３） 

第103期 
（2024.４〜 

2025.３） 

第104期 (当期) 
（2025.４〜 

2026.３） 
売上⾼ (百万円) 54,842 46,522 48,051 48,204 

営業利益⼜は営業損失(△) (百万円) 1,128 △1,243 △220 430 

経常利益 (百万円) 2,503 226 549 1,243 

親会社株主に帰属する当期純利益⼜は 
親会社株主に帰属する当期純損失(△) 

(百万円) 1,334 △489 △1,884 56 

１株当たり当期純利益⼜は 
１株当たり当期純損失(△) 

(円) 209.12 △75.00 △297.39 8.87 

総資産 (百万円) 56,365 58,444 57,684 57,625 

純資産 (百万円) 32,274 32,143 29,221 31,156 

(注)１株当たり当期純利益は、⾃⼰株式控除後の期中平均株式数に基づき算出しております。 
  

4．主要な事業内容 

 当社の企業集団は情報通信、家電、⾞載、産機向け市場等に使⽤される電⼦部品の製造販売を主要な事業としております。当社の企業集団の製
品別事業部の事業内容は次のとおりであります。 

事業部 事業内容 

CS事業部 コネクタ（同軸、基板対基板、ＦＰＣ）、ジャックの製造販売 

SCI事業部 リモコン、カメラモジュール、センサー/センシング製品、ユニットの製造販売 

イノベーションセンター ⾳声による分析技術、筋電センサーの開発・販売 

 

5. 主要な営業所及び⼯場 

①当社 

名 称 所在地  名 称 所在地 

本社 東京都品川区  富⼭事業所 富⼭県富⼭市 

⼤阪⽀店 ⼤阪府⼤阪市  ひたち事業所 茨城県⽇⽴市 

名古屋⽀店 愛知県名古屋市    
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②⼦会社 

名 称 所在地  名 称 所在地 

SMK Electronics 
Corporation, 
U.S.A. 

アメリカ合衆国 
カリフォルニア州 
チュラビスタ市 

 
SMK Electronics 
(Dongguan) Co., 
Ltd. 

中華⼈⺠共和国 
広東省東莞市 

  
6. 従業員の状況 

従業員数 前期末⽐増減 

3,626名 359名減 

 

7. 主要な借⼊先及び借⼊額 

借⼊先 借⼊額 

株式会社みずほ銀⾏ 5,000百万円  

株式会社三菱UFJ銀⾏ 4,220百万円  
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株式に関する事項（2026年３⽉31⽇現在） 
 
１. 発⾏可能株式総数 19,596,127 株 

 

 

   
２. 発⾏済株式の総数 7,200,000 株 

（⾃⼰株式855,983株を含む）

３. 株主数 6,240 名 

   

４. ⼤株主（上位となる10名の株主） 

順 位 株主名 持株数（千株） 持株⽐率（％） 

１ ⽇本マスタートラスト信託銀⾏株式会社(信託⼝) 950 14.98 

２ SMK協⼒業者持株会 516 8.15 

３ 公益財団法⼈昭和池⽥記念財団 359 5.67 

４ ⼤⽇本印刷株式会社 320 5.04 

5 ⽇本⽣命保険相互会社 307 4.85 

6 SMK社員持株会 230 3.63 

7 明治安⽥⽣命保険相互会社 137 2.17 

8 池⽥ 彰孝 126 1.99 

9 株式会社⽇本カストディ銀⾏(信託⼝) 114 1.81 

10 株式会社みずほ銀⾏ 77 1.22 
  
（注）当社は⾃⼰株式855千株を保有しておりますが、上記⼤株主からは除外しており、また、上記持株⽐率は⾃⼰株式を控除して計算しておりま

す。なお、⾃⼰株式には役員株式給付信託が保有する当社株式38千株を含めております。 
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会社役員に関する事項 
  

１. 社外役員の主な活動状況 

区 分 ⽒ 名 主な活動状況 

取 締 役 中 村 利 雄 

当期中に開催の取締役会の100％に出席し、必要に応じ、経済産業⾏政に
おける豊富な経験に基づき、議案審議等に関して発⾔を⾏っております。
また、取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独⽴した客観的⽴場から
経営の意思決定と業務執⾏の監督に務めております。 

取 締 役 ⽯ 川   薫 

当期中に開催の取締役会の80％に出席し、必要に応じ、国際情勢に関する
深い⾒識と外交官としての豊富な経験に基づき、議案審議等に関して発⾔
を⾏っております。また、取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独⽴
した客観的⽴場から経営の意思決定と業務執⾏の監督に務めております。 

取 締 役 ⾼ 橋 琴 美 

社外取締役就任後に開催の取締役会の100％に出席し、必要に応じ、グロ
ーバル企業における豊富な経営経験に基づき、コーポレートガバナンスと
企業価値向上の視点から議案審議等に関して発⾔を⾏っております。ま
た、取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独⽴した客観的⽴場から経
営の意思決定と業務執⾏の監督に務めております。 

監 査 役 中 島   成 

当期中に開催の取締役会の90％、監査役会の100％に出席しました。取締
役会においては、必要に応じ、弁護⼠としての専⾨的⾒地から、議案審議
等に関して発⾔を⾏っております。また、監査役会においては、重要事項
の協議等を⾏っております。 

監 査 役 ⻄ 村 ⽂ 男 

当期中に開催の取締役会、監査役会にはともに100％出席しました。取締
役会においては、必要に応じ、⾦融機関での知識・経験に基づき、議案審
議等に関して発⾔を⾏っております。また、監査役会においては、重要事
項の協議等を⾏っております。 

 

 

２. 社外役員の報酬等の総額等 

 ⽀給⼈員 報酬等の額 ⼦会社からの役員報酬等 

社外役員の報酬等の総額等 ５名 29百万円 ― 

 

3. 責任限定契約の内容の概要 

 当社は、当社定款及び会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定す

る契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。 

 

4. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定するD&O保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、

監査役及び執⾏役員であり、その職務の遂⾏に関し損害賠償請求がなされた場合に被保険者が被る損害賠償⾦や訴訟費⽤等を当該保険契約により

填補することとしております。なお、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しており、故意の違法⾏為等に起因する損害は填補の対象外として

おります。 
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会計監査⼈に関する事項 
 

１．会計監査⼈の名称 

EY新⽇本有限責任監査法⼈ 

 

２．当事業年度に係る会計監査⼈の報酬等の額 

①報酬等の額 60百万円 

②当社及び当社⼦会社が⽀払うべき⾦銭その他の財産上の利益の合計額 60百万円 
  

(注)1. 監査役会は、最近時の監査実績の分析・評価・監査計画における監査時間・配員計画・会計監査⼈の職務の遂⾏状況、報酬⾒積の相当
性などを確認し、検討した結果、会計監査⼈の報酬につき会社法第399条第１項の同意を⾏いました。 

  2. 当社と会計監査⼈との間の監査契約において、会社法に基づく監査と⾦融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分して
おらず、実質的にも区分できませんので、上記の⾦額にはこれらの合計額を記載しております。 

  3. 当社の⼦会社は、当社の会計監査⼈以外の監査法⼈の監査を受けております。 
 

３．会計監査⼈の解任⼜は不再任の決定の⽅針 

 当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査⼈の解任のほか、原則として、会計監査⼈が職務を適切に遂⾏することが困難と認めら

れる場合には、監査役会の決議により、会計監査⼈の解任⼜は不再任に関する議題を株主総会に提出いたします。 

 

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運⽤状況 
 

 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運⽤状況は、次のとおりです。 

 

１．取締役及び使⽤⼈の職務の執⾏が法令・定款に適合することを確保するための体制 

 当社及びその⼦会社から成る当社グループは、「企業理念・⾏動指針」並びに「企業⾏動憲章」の実践規範として「SMKグループ社員⾏動規

範」を定めているが、当社グループの役員及び使⽤⼈は、企業の⾃由な競争下において、法令等の遵守とともに、⾼い倫理観を持った⾏動が求

められる。 

 このため、CSRの前提としてのPSR（Personal Social Responsibility）の意識を徹底させることが前提であり、社員教育の推進と違反⾏為の

防⽌・予防を⽬的とする「コンプライアンス委員会」、並びに、内部通報窓⼝として、法務室及び外部弁護⼠を窓⼝とし、かつ、匿名性を保証

する「SMK倫理ヘルプライン」を設置したが、今後さらに制度の円滑な運⽤と、より強固な体制づくりを進めて⾏く。また、当社グループは、

市⺠社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢⼒及び団体に対しては断固たる⾏動をとるものとし、⼀切の関係を遮断する。なお、反社会的

勢⼒による不当要求に備えて、警察、弁護⼠等の外部専⾨機関と連携を強化している。 

 

２．取締役の職務の執⾏に係る情報の保存及び管理に関する事項 

 当社の株主総会や取締役会議事録は、株主の閲覧請求等に常に対応できるように担当の法務室は適正に保存及び管理しておかなければならな

い。当社の取締役の職務の執⾏にかかる各種会議、稟議・指⽰事項等の⽂書の取扱いは、運⽤マニュアル等に基づき、その経緯・実施状況を正

確に記録し担当部⾨が保存しておくとともに、その後の管理⽔準の向上に資するものでなければならない。また、各業務マニュアルの制定・改

廃等は、関係部⾨と協議し、「規程管理規程」に基づき迅速に⾏われなければならない。当社の取締役及び監査役は、常時これらの状況を把握

するとともに、報告もれや誤りがないかどうか担当者等に照会・質問し、不都合な事項は速やかに指摘するなどして、今後の管理⽔準の向上に

努めなければならない。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 当社グループの企業活動に伴い発⽣する経営リスク、並びに⾃然災害等、当社グループの財産及び当社グループの社員の安全を脅かす事象が

発⽣した場合には、社⻑を委員⻑とする「危機管理委員会」が、「危機管理規程」に従い、当社グループの事業の継続に向けた迅速な復旧を⾏
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う。更に、予防的な措置についても⼗分配意しなければならない。 

 また、当社グループの各総務部・⼈事部は緊急時の連絡・対応⽅法の周知徹底とそれらの適切な⾒直し、当社グループの従業員との⼗分な意

思の疎通などを図っていかなければならない。 

 また、当社グループの各担当部⾨は次の諸点のチェック体制を強化しなければならない。 

（１）｢内部通報制度」の活⽤による事故等の未然防⽌と実効性ある運⽤ 

（２）個⼈情報その他内部情報及びデータ管理の徹底 

（３）環境汚染物質の使⽤禁⽌、製造不良やデッドストックの削減による経営効率の向上と産業廃棄物の減少 

（４）｢安全保障貿易管理委員会」を中⼼とする輸出禁⽌製品等の取扱いの厳格化 

（５）その他、取締役会において重⼤と判断したリスクの管理 

 

４．取締役の職務の執⾏が効率的に⾏われることを確保するための体制 

 当社の取締役会等において承認された⽉・年次の経営諸計画の遂⾏状況について、当社の経営企画室及び財務企画部は、当社グループの連結

業績、部⾨・事業所別業績、個別不採算製品の申請・承認、その他資⾦・設備投資・経費等の実施状況について、当社の取締役会等において定

期的に報告し、⾮効率または業務改善の必要性を指摘し、業務の効率性及び管理⽔準の向上に努めて⾏かなければならない。また、当社グルー

プの組織・⼈員の配置については、市場の変化等に弾⼒的に対応して、適材適所に配置していくこととする。また、社外における経験豊富な⼈

材を社外取締役に登⽤し、活⽤・補完していくものとする。 

 

５．当社及び⼦会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 当社グループは、現在の海外ビジネスの展開に⾄るまで、1970年代から主として海外の現地法⼈化によるTN（トランスナショナル）経営を

進めてきたので、連結中⼼の経営体制が定着してきた。従って、個別企業の適⽤法令・管理⽅法に加えて、企業集団を前提とする横断的なTN管

理⽅法を前提とした諸規程の適⽤、及び管理体制を継続していく。このため、会社間取引及び諸種のデータ間に齟齬が⽣じないよう、⼦会社担

当役員及びシステム開発部担当役員は検証しなければならない。また、公表財務諸表との有機的結合が可能となるよう、財務企画担当役員は各

種データ及びデータ間の検証を⾏い、公表財務諸表の正確性を確保して⾏かなければならない。⼦会社担当役員及び財務企画担当役員は、⼦会

社の内部統制組織の整備・改善を指導しなければならない。そのため、当社の取締役会等は、当社グループの連結業績、部⾨・事業所別業績、

個別不採算製品の申請・承認、その他資⾦・設備投資・経費等の実施状況について、定期的に報告を受けるものとする。 

 

６．監査役がその職務を補助すべき使⽤⼈を置くことを求めた場合における当該使⽤⼈に関する体制、その使⽤⼈の取締役からの独⽴性及びその

使⽤⼈に対する指⽰の実効性の確保に関する事項 

 当社監査役の独⽴性を尊重することが、経営の安定性、リスクヘッジにつながると認識するので、当社監査役会の体制及び当社監査役の業務

の執⾏には全⾯的に⽀援・協⼒する⽅針である。また、当社監査役を補助すべき使⽤⼈を置く場合は、当社監査役会の推薦または同意の上配属

し、⼈事評価及び異動等については、事前に当社監査役会の意⾒を聴取して実施する。なお、その使⽤⼈には、監査役の指⽰による調査の権限

を認める。 

 

７．当社及び⼦会社の取締役及び使⽤⼈等の監査役への報告に関する体制並びに報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制 

 当社取締役会、その他の重要な会議には当社監査役が出席し、当社グループの取締役及び使⽤⼈が議案の説明及び報告を⾏う。当社監査役は

議案の審議内容をチェックするとともに、当社グループの各取締役会規則等に定める提出議案がもれなく提出されているかどうかについて、⽇

常業務を担当する当社グループの取締役その他の役員及び使⽤⼈から、担当取締役と同⼀レベルで、当社グループの資料の提出、意⾒の聴取を

⾏うことができる。当社監査役から説明を求められた当社グループの取締役その他の役員及び使⽤⼈も拒否することができないなど、当社監査

役の職務執⾏の妨げとなる⼀切の障害を排除する体制を保証するものとする。また、当社監査役に報告をした当社グループの取締役その他の役

員及び使⽤⼈が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を保証するものとする。なお、当社各監査役に伝達すべき情報

を⼊⼿した当社監査役は、当社監査役会において報告をしなければならない。 
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８．監査役の職務の執⾏について⽣ずる費⽤の前払⼜は償還の⼿続その他の費⽤⼜は債務の処理に係る⽅針に関する事項 

 当社監査役がその職務の執⾏について⽣ずる費⽤⼜は債務については、通常の監査費⽤は予算化するとともに、いわゆる有事の際の費⽤につ

いては、監査役の職務の執⾏に必要でないと認められる場合を除き、当社が負担するものとし、必要に応じて前払も⾏うことができるものとす

る。 

 

９．その他監査役の監査が実効的に⾏われることを確保するための体制 

 当社監査役の監査は、当社取締役から独⽴した⽴場で監査⼿続を実施できることを保証する。このため、当社監査役の独⽴性を阻害する制度

等は⼀切排除することを保証しなければならない。会計監査⼈との連携を阻害する事項も、⼀切排除することを当社取締役は保証しなければな

らない。また、監査役は必要に応じて弁護⼠その他の社外専⾨家を活⽤することができる。 

 

（業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運⽤状況） 

 当社は、取締役会において決議された「内部統制システム構築の基本⽅針」に基づき、内部統制システムを整備し運⽤しております。 

 コンプライアンス及びリスク管理に関する取り組みとしては、「SMKグループ社員⾏動規範」を定め、当社グループ社員⼀⼈ひとりが責任あ

る⾏動をとることを求めるため、定期的な⾒直し及び教育を実施しております。この規範と合わせて、社内外に通報窓⼝を置く「SMK倫理ヘル

プライン」を開設しています。また定期的に開催されるCSR・サステナビリティ委員会では、CSR、事業継続、リスクマネジメントに関する全

社的な課題を総合的に審議・調整し、その傘下にある各委員会および会議体が具体的な活動を推進しております。 

 監査役の監査に関する取り組みとして、監査役は取締役会を含む重要な会議に出席し、代表取締役と情報や意⾒の交換を⾏っております。ま

た、会計監査⼈との関係においては、監査計画の説明、四半期レビューの結果報告、監査報告において、情報や意⾒の交換を⾏っております。 

 内部監査は、内部監査室が監査計画に基づき、当社グループの内部統制監査、業務監査を実施し、当社の事業活動が法令及び諸規程に準拠し、

適正かつ効率的に運営されていることを確認しております。また、その結果を定期的に監査役会に報告しております。 
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連結貸借対照表（2026年３⽉31⽇現在） 
（単位︓百万円） 

資   産   の   部 負   債   の   部 
科      ⽬ ⾦  額 科      ⽬ ⾦  額 

流 動 資 産 
現 ⾦ 及 び 預 ⾦ 
受 取 ⼿ 形 
電 ⼦ 記 録 債 権 
売 掛 ⾦ 
商 品 及 び 製 品 
仕 掛 品 
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 
そ の 他 
貸 倒 引 当 ⾦ 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 
⼯ 具 、 器 具 及 び 備 品 
⼟ 地 
リ ー ス 資 産 
使 ⽤ 権 資 産 
建 設 仮 勘 定 

無 形 固 定 資 産 
そ の 他 

投資その他の資産 
投 資 有 価 証 券 
⻑ 期 貸 付 ⾦ 
退 職 給 付 に 係 る 資 産 
繰 延 税 ⾦ 資 産 
そ の 他 
貸 倒 引 当 ⾦ 

 

30,845 
9,673 

1 
2,427 

10,872 
2,715 

625 
3,400 
1,191 
△62 

26,780 
14,423 
4,066 
2,785 
1,152 
5,819 

2 
482 
114 
242 
242 

12,114 
5,271 

94 
5,745 

85 
1,034 
△117 

流 動 負 債 
⽀ 払 ⼿ 形 及 び 買 掛 ⾦ 
電 ⼦ 記 録 債 務 
短 期 借 ⼊ ⾦ 
リ ー ス 債 務 
未 払 ⾦ 
未 払 法 ⼈ 税 等 
賞 与 引 当 ⾦ 
役 員 賞 与 引 当 ⾦ 
そ の 他 

固 定 負 債 
⻑ 期 借 ⼊ ⾦ 
リ ー ス 債 務 
繰 延 税 ⾦ 負 債 
役 員 退 職 慰 労 引 当 ⾦ 
退 職 給 付 に 係 る 負 債 
役 員 株 式 給 付 引 当 ⾦ 
そ の 他 

14,417 
2,887 

317 
6,140 

471 
2,246 

209 
628 
18 

1,496 
12,051 
7,141 

460 
3,347 

133 
362 
49 

557 
負 債 合 計 26,468 

純 資 産 の 部 
株 主 資 本 

資 本 ⾦ 
資 本 剰 余 ⾦ 
利 益 剰 余 ⾦ 
⾃ ⼰ 株 式 

その他の包括利益累計額 
その他有価証券評価差額⾦ 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
為替換算調整勘定 
退職給付に係る調整累計額 

26,918 
7,996 

12,057 
9,894 

△3,030 
4,238 
1,545 

96 
643 

1,952 
純 資 産 合 計 31,156 

資 産 合 計 57,625 負 債 純 資 産 合 計 57,625 
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連結損益計算書（2025年４⽉１⽇から2026年３⽉31⽇まで） 
（単位︓百万円） 

科      ⽬ ⾦  額 
売 上 ⾼  48,204 
売 上 原 価  38,793 

売 上 総 利 益  9,410 
販 売 費 及 び ⼀ 般 管 理 費  8,980 

営 業 利 益  430 
営 業 外 収 益   

受 取 利 息 148  
受 取 配 当 ⾦ 58  
不 動 産 賃 貸 料 1,060  
為 替 差 益 118  
そ の 他 347 1,734 

営 業 外 費 ⽤   
⽀ 払 利 息 250  
不 動 産 賃 貸 原 価 634  
そ の 他 36 921 
経 常 利 益  1,243 

特 別 利 益   
固 定 資 産 売 却 益 
投 資 有 価 証 券 売 却 益 

1 
12 

 
14 

特 別 損 失   
固 定 資 産 売 却 損 1  
固 定 資 産 除 却 損 65  
減 損 損 失 314  
投 資 有 価 証 券 評 価 損 7  
そ の 他 1 391 
税 ⾦ 等 調 整 前 当 期 純 利 益  867 
法 ⼈ 税 、 住 ⺠ 税 及 び 事 業 税  494 
法 ⼈ 税 等 調 整 額  316 
当 期 純 利 益  56 
親会社株主に帰属する当期純利益  56 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

― 11 ― 

連結株主資本等変動計算書 
 

(2 0 2 5 年 ４ ⽉ １ ⽇ か ら
2026年３⽉31⽇まで) 

 

（単位︓百万円） 

 
株   主   資   本 

資 本 ⾦ 資本剰余⾦ 利益剰余⾦ ⾃⼰株式 株主資本合計 
当 期 ⾸ 残 ⾼ 7,996 12,057 10,731 △3,032 27,752 
当 期 変 動 額      

剰 余 ⾦ の 配 当   △892  △892 
親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益   56  56 

⾃ ⼰ 株 式 の 取 得    △3 △3 
⾃ ⼰ 株 式 の 処 分    5 5 
株主資本以外の項⽬の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 )      

当 期 変 動 額 合 計 － － △836 1 △834 
当 期 末 残 ⾼ 7,996 12,057 9,894 △3,030 26,918 

 

 
その他の包括利益累計額 

純資産 
合計 

その他 
有価証券 

評価差額⾦ 
繰延ヘッジ 

損益 
為替換算 
調整勘定 

退職給付に 
係る 

調整累計額 

その他の 
包括利益 

累計額合計 
当 期 ⾸ 残 ⾼ 969 16 △812 1,296 1,469 29,221 
当 期 変 動 額       

剰 余 ⾦ の 配 当      △892 
親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益      56 

⾃ ⼰ 株 式 の 取 得      △3 
⾃ ⼰ 株 式 の 処 分      5 
株主資本以外の項⽬の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 576 80 1,455 656 2,769 2,769 

当 期 変 動 額 合 計 576 80 1,455 656 2,769 1,934 
当 期 末 残 ⾼ 1,545 96 643 1,952 4,238 31,156 
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連 結 注 記 表 
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等 

1.連結の範囲に関する事項 
連結⼦会社の数 23社 

主要な連結⼦会社名 
SMK Electronics Corporation, U.S.A. 
SMK Trading (H.K.) Ltd. 
SMK Electronics (Dongguan) Co., Ltd. 
SMK Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. 

 
2.持分法の適⽤に関する事項 

(1)持分法を適⽤した関連会社の数 １社 
会社等の名称 

茨城プレイティング⼯業(株) 
(2)持分法の適⽤の⼿続について特に記載する必要があると認められる事項 

持分法適⽤会社の茨城プレイティング⼯業(株)の決算⽇は４⽉30⽇でありますが、連結計算書類の作成に当たっては、３⽉31⽇
付で仮決算を⾏っております。 

 
3.会計⽅針に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価⽅法 
①有価証券 

その他有価証券 
市場価格のない株式等以外のもの  

時価法(評価差額は全部純資産直⼊法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 
市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法 
②デリバティブ 

時価法 
③棚卸資産 
  通常の販売⽬的で保有する棚卸資産 

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの⽅法)によっております。 
製     品  売価還元法 
仕  掛  品  主として最終仕⼊原価法 
原材料及び貯蔵品 最終仕⼊原価法 連結⼦会社は主に移動平均法 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の⽅法 
①有形固定資産(リース資産及び使⽤権資産を除く) 

定率法、連結⼦会社は主に定額法 
ただし、1998年４⽉１⽇以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年４⽉１⽇以降に取得した建物付属設備及び
構築物については、定額法によっております。 
なお、当社及び国内連結⼦会社における主な耐⽤年数は次のとおりです。 

建物及び構築物     10〜50年 
機械装置及び運搬具   ４〜10年 
⼯具、器具及び備品   ２〜６年 

また、2007年３⽉31⽇以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する
⽅法によっております。 

②無形固定資産(リース資産を除く) 
定額法 
なお、当社及び国内連結⼦会社において、⾃社利⽤のソフトウエアの耐⽤年数については、社内における利⽤可能期間(５年)
に基づいております。 

③リース資産 
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所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐⽤年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 

④使⽤権資産 
リース期間を耐⽤年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 

 (3)重要な引当⾦の計上基準 
①貸倒引当⾦ 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、⼀般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を勘案し、回収不能⾒込額を計上しております。 

②賞与引当⾦ 
従業員に対する賞与の⽀給に充てるため、当社及び国内連結⼦会社並びに⼀部の海外連結⼦会社について、当連結会計年度末
以降における⽀給⾒込額のうち、当連結会計年度に属する⽀給対象期間に対応する⾦額を計上しております。 

③役員賞与引当⾦ 
役員に対する賞与の⽀給に充てるため、当連結会計年度における⽀給⾒込額に基づき計上しております。 

④役員退職慰労引当⾦ 
取締役及び執⾏役員の退職慰労⾦の⽀給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末における要⽀給額を計上しております。 

⑤役員株式給付引当⾦ 
取締役及び執⾏役員への当社株式の交付に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末における株式給付債務の⾒込額に基づ
き計上しております。 

(4)その他連結計算書類の作成のための重要な事項 
①退職給付に係る会計処理の⽅法 

退職給付⾒込額の期間帰属⽅法 
退職給付債務の算定にあたり、退職給付⾒込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる⽅法については、給付算定式
基準によっております。 

数理計算上の差異の費⽤処理⽅法 
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発⽣時における従業員の平均残存勤務期間以内の⼀定の年数(４〜７年)による定
額法により按分した額をそれぞれ発⽣の翌連結会計年度から費⽤処理することとしております。 

②重要な収益及び費⽤の計上基準 
当社及び連結⼦会社の顧客との契約から⽣じる収益に関する主要な事業における主な履⾏義務の内容は、電気通信及び電⼦機
器等⽤部品の国内及び海外における販売であります。当該製品の販売については、製品を顧客に引き渡した時点で収益を認識
しております。ただし、国内の販売については「収益認識に関する会計基準の適⽤指針」第98項に定める代替的な取扱いを適
⽤し、出荷時点で収益を認識しております。 

③重要な外貨建の資産⼜は負債の本邦通貨への換算の基準 
外貨建⾦銭債権債務は、連結決算⽇の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在
外⼦会社の資産及び負債は、連結決算⽇の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費⽤は期中平均相場により円貨に換算
し、換算差額は「純資産の部」における為替換算調整勘定に含めております。 

④ヘッジ会計の⽅法 
ヘッジ会計の⽅法 

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている⾦利スワップ取引については、当該
特例処理によっております。 

ヘッジ⼿段とヘッジ対象 
ヘッジ⼿段 
 ⾦利スワップ 
ヘッジ対象 
 ⾦利変動により影響を受ける⻑期借⼊⾦利息 

ヘッジ⽅針 
当社所定の社内承認⼿続を⾏った上で、借⼊⾦利息の⾦利変動リスクを回避する⽬的により、⾦利スワップを利⽤してお
ります。 

ヘッジ有効性評価の⽅法 
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ⼿段のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期ごとに⽐較し、両者
の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている⾦利スワップについては、
有効性の評価を省略しております。 
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⑤資産に係る控除対象外消費税等の会計処理 
資産に係る控除対象外消費税及び地⽅消費税は当連結会計年度の費⽤として処理しております。 

 
会計上の⾒積りに関する注記 

固定資産の減損 
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した⾦額 

(単位︓百万円) 
 当連結会計年度 
減損損失 314 

 
(2)その他⾒積りの内容に関する理解に資する情報 

①算出⽅法 
減損の兆候がある資産⼜は資産グループについて減損損失の認識の判定を⾏い、減損損失を認識すべきであると判定した場合は
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。回収可能価額は使⽤価値⼜は正味売却可能価額により測定
しており、使⽤価値は将来の事業計画により⾒積もられた将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しております。 

②主要な仮定 
将来キャッシュ・フローの⾒積りにおける主要な仮定は、事業計画の基礎となる販売数量の予測であります。販売数量の予測に
ついては、販売先が作成した将来発注⾒込資料や注⽂書をもとに算定しております。 

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 
主要な仮定である販売数量は、⾒積りの不確実性が⾼く、事業環境の変化等により当連結会計年度の⾒積りに使⽤した仮定が変化
した場合は、翌連結会計年度に減損損失が発⽣する可能性があります。 

 
連結貸借対照表に関する注記 

1.担保に供している資産及び担保に係る債務 
(1)担保に供している資産 
     建物及び構築物                            1,092百万円 
     機械装置及び運搬具                         132百万円 
     ⼯具、器具及び備品                         147百万円 
     ⼟地                                       295百万円 
     計                                        1,668百万円 

 
(2)担保に係る債務 
     短期借⼊⾦                                3,036百万円 
     ⻑期借⼊⾦                                3,483百万円 
     計                                        6,520百万円 

 
2.有形固定資産の減価償却累計額                    57,100百万円 

減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表⽰しております。 
 

連結株主資本等変動計算書に関する注記 
1.当連結会計年度の末⽇における発⾏済株式の種類及び総数 

 普通株式                  7,200,000株 
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2.配当に関する事項 
(1)配当⾦⽀払額 

決議 株式の種類 配当⾦の総額 １株当たり 
配当額 基準⽇ 効⼒発⽣⽇ 

2025年６⽉24⽇ 
定時株主総会 普通株式 575百万円 90円 2025年３⽉31⽇ 2025年６⽉25⽇ 

2025年10⽉28⽇ 
取締役会 普通株式 319百万円 50円 2025年９⽉30⽇ 2025年11⽉19⽇ 

(注)１. 2025年6⽉24⽇定時株主総会決議による配当⾦の総額には、信託が保有する⾃社の株式に対する配当⾦3百万円が含まれております。 
２. 2025年10⽉28⽇取締役会決議による配当⾦の総額には、信託が保有する⾃社の株式に対する配当⾦1百万円が含まれております。 
 

(2)基準⽇が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効⼒発⽣⽇が翌連結会計年度となるもの 

決議予定 株式の 
種類 

配当の 
原資 配当⾦の総額 １株当たり 

配当額 基準⽇ 効⼒発⽣⽇ 

2026年６⽉23⽇ 
定時株主総会 普通株式 利益 

剰余⾦ 319百万円 50円 2026年３⽉31⽇ 2026年６⽉24⽇ 

(注) 2026年6⽉23⽇定時株主総会決議による配当⾦の総額には、信託が保有する⾃社の株式に対する配当⾦1百万円が含まれております。  
 

⾦融商品に関する注記 
1. ⾦融商品の状況に関する事項 

(1)⾦融商品に対する取組⽅針 

当社グループは、資⾦運⽤については主に安全性の⾼い⾦融資産で運⽤し、また、資⾦調達については銀⾏借⼊による⽅針であり

ます。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利⽤しており、投機⽬的のデリバティブ取引は⾏わない⽅針であります。 

(2)⾦融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制 

営業債権である受取⼿形、電⼦記録債権、売掛⾦は、顧客の信⽤リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グルー

プの与信管理基準に従い、取引先ごとの期⽇管理及び残⾼管理を⾏うとともに、信⽤状況を１年ごとに調査し、与信を⾒直す管理

体制としております。投資有価証券である株式は、市場価額の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締

役会に報告されております。 

営業債務である⽀払⼿形及び買掛⾦、電⼦記録債務は、そのほとんどが１年以内の⽀払期⽇であります。また、グローバルに事業

を展開していることから⽣じている外貨建債権債務に係る為替の変動リスクを軽減するため、為替予約取引を⾏っておりますが、

外貨建債権債務の範囲内で⾏うこととしております。借⼊⾦のうち、短期借⼊⾦は主に営業取引に係る資⾦調達であり、⻑期借⼊

⾦(原則として５年以内)及びリース債務は主に設備投資に係る資⾦調達であります。変動⾦利の借⼊⾦は、⾦利の変動リスクに晒

されておりますが、このうち⻑期のものの⼀部については、⾦利変動リスクを回避するため、デリバティブ取引(⾦利スワップ取

引)をヘッジ⼿段として利⽤しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ⼿段とヘッジ対象、ヘッジ⽅針、ヘッジ有効性評価

の⽅法等については、「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等 3.会計⽅針に関する事項 (4)その他連結計算書

類の作成のための重要な事項 ④ヘッジ会計の⽅法」に記載のとおりであります。 

デリバティブ取引の執⾏・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って⾏っており、また、デリバティブの利⽤にあたっ

ては、信⽤リスクを軽減するために、信⽤度の⾼い銀⾏とのみ取引を⾏っております。また、営業債務や借⼊⾦は、流動性リスク

に晒されておりますが、当社グループでは、各社が⽉次に資⾦繰計画を作成するなどの⽅法により管理しております。 
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2.⾦融商品の時価等に関する事項 
2026年３⽉31⽇における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。(※1) 

(単位︓百万円) 

 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

投資有価証券(※3)    

その他有価証券 3,364 3,364 － 

資産計 3,364 3,364 － 

(1)⻑期借⼊⾦(※4) 9,082 9,002 △79 

(2)リース債務 931 931 △0 

負債計 10,013 9,933 △79 

デリバティブ取引(※5) 134 134 － 
(※1) 「現⾦及び預⾦」「受取⼿形」「電⼦記録債権」「売掛⾦」「⽀払⼿形及び買掛⾦」「電⼦記録債務」「短期借⼊⾦」「未払⾦」につい

ては、現⾦であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。 
(※2) 連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資については、記載を省略しております。当該出資

の連結貸借対照表計上額は 1,183 百万円であります。 
(※3) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該⾦融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。 

(単位︓百万円) 

区分 当連結会計年度 
⾮上場株式 722 

(※4) ⻑期借⼊⾦は、連結貸借対照表において短期借⼊⾦として表⽰しております１年内返済予定の⻑期借⼊⾦を含めて表⽰しております。 
(※5) デリバティブ取引によって⽣じた正味の債権・債務は純額で表⽰しております。 

 
３．⾦融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

⾦融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。 
レベル１の時価 ︓ 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産⼜は 

負債に関する相場価格により算定した時価 
レベル２の時価 ︓ 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを⽤いて 

算定した時価 
レベル３の時価 ︓ 観察できない時価の算定に係るインプットを使⽤して算定した時価 
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使⽤している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、 
時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 
 

(1)時価で連結貸借対照表に計上している⾦融商品 
当連結会計年度（2026年３⽉31⽇）                                                                         (単位︓百万円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 
投資有価証券     

その他有価証券     
株式 3,364 － － 3,364 

資産計 3,364 － － 3,364 
デリバティブ取引     

通貨関連 － △6 － △6 
 ⾦利関連 － 141 － 141 

負債計 － 134 － 134 
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(2)時価で連結貸借対照表に計上している⾦融商品以外の⾦融商品 
当連結会計年度（2026年３⽉31⽇）                                                                         (単位︓百万円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 
⻑期借⼊⾦ － 9,002 － 9,002 
リース債務 － 931 － 931 

負債計 － 9,933 － 9,933 
 

(注)時価の算定に⽤いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 
投資有価証券 

    上場株式は相場価格を⽤いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しており
ます。 
デリバティブ取引 

    為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを⽤いて割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。 
⻑期借⼊⾦及びリース債務 

    ⻑期借⼊⾦及びリース債務の時価は、元利⾦の合計額と、当該債務の残存期間及び信⽤リスクを加味した利率をもとに、割引現在価値法に
より算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 
賃貸等不動産に関する注記 

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項 
当社及び⼀部の⼦会社では、東京都その他の地域において、賃貸⽤のオフィスビル(⼟地を含む。)、⼯場・倉庫等を有しております。 

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項 
(単位︓百万円) 

連結貸借対照表計上額 時価 

6,639 13,471 
(注)1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した⾦額であります。 

2. 当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定⼠等により算定された⾦額であります。 
 
収益認識に関する注記 
1.顧客との契約から⽣じる収益を分解した情報  
当連結会計年度（⾃ 2025年４⽉１⽇ ⾄ 2026年３⽉31⽇）                                                          (単位︓百万円) 

  
報告セグメント 連結計算書類 

計上額 
ＣＳ事業部 ＳＣＩ事業部 イノベーションセンター 計 

⽇本 5,196 11,860 62 17,119 17,119 

中国 8,092 2,596 － 10,688 10,688 

 その他アジア 3,945 4,585 0 8,531 8,531 

 アメリカ 4,426 5,379 － 9,805 9,805 

 欧州 858 1,200 － 2,059 2,059 

顧客との契約から⽣じる収益 22,520 25,621 62 48,204 48,204 

外部顧客への売上⾼ 22,520 25,621 62 48,204 48,204 

(注) 地域別の売上⾼は顧客の所在地を基礎とし、国⼜は地域に分類しております。 
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2.顧客との契約から⽣じる収益を理解するための基礎となる情報 
当社及び連結⼦会社では、国内及び海外の顧客に対して、電気通信及び電⼦機器等⽤部品を販売しております。履⾏義務の充⾜時点については、

製品を顧客に引き渡した時点としておりますが、これは、当該時点において製品に対する⽀配が顧客に移転すると判断できるためであります。た
だし、国内の販売については「収益認識に関する会計基準の適⽤指針」第98項に定める代替的な取扱いを適⽤し、出荷時点で収益を認識しており
ます。取引の対価は、製品の引き渡し後、概ね３か⽉以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重⼤な⾦融要素の調整は⾏って
おりません。 
 
3.顧客との契約に基づく履⾏義務の充⾜と当該契約から⽣じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との 

契約から翌連結会計年度以降に認識すると⾒込まれる収益の⾦額及び時期に関する情報 
(1)契約負債の残⾼等 

(単位︓百万円) 
 当連結会計年度 
顧客との契約から⽣じた債権（期⾸残⾼） 13,935 
顧客との契約から⽣じた債権（期末残⾼） 13,301 
契約負債（期⾸残⾼） 29 
契約負債（期末残⾼） 40 

 
契約負債は、主に、顧客との⾦型の販売契約について、⽀払条件に基づき顧客から受け取った前受⾦に関するものであります。契約負債は、

収益の認識に伴い取り崩されます。  
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期⾸現在の契約負債残⾼に含まれていた額は、29百万円であります。また、当連結会計年度に

おいて、契約負債が11百万円増加した主な理由は、顧客から受け取った前受⾦が増加したためであります。 
 

(2)残存履⾏義務に配分した取引価格 
当連結会計年度末⽇現在における、注記の対象となる未充⾜の履⾏義務はありません。 

なお、当社及び連結⼦会社では、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３⽉31⽇）第80-22項(1)の定めを適⽤し、当
初に予想される契約期間が１年以内の契約については、注記の対象に含めておりません。 

 
１株当たり情報に関する注記 

1.１株当たり純資産額                           4,923円29銭 
2.１株当たり当期純利益                             8円87銭 

 
(注)  株主資本において⾃⼰株式として計上されている信託に残存する⾃社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発⾏済株式総数から

控除する⾃⼰株式数に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する⾃⼰株式に含めてお
ります。 
１株当たり純資産額の算定上、控除した当該⾃⼰株式の期末株式数は 38,600 株であり、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該
⾃⼰株式の期中平均株式数は 39,038 株であります。 

 
重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 
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貸借対照表（2026年３⽉31⽇現在） 
（単位︓百万円） 

資   産   の   部 負   債   の   部 
科      ⽬ ⾦  額 科      ⽬ ⾦  額 

流 動 資 産 
現 ⾦ 及 び 預 ⾦ 
受 取 ⼿ 形 
電 ⼦ 記 録 債 権 
売 掛 ⾦ 
商 品 及 び 製 品 
仕 掛 品 
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 
前 渡 ⾦ 
前 払 費 ⽤ 
短 期 貸 付 ⾦ 
そ の 他 
貸 倒 引 当 ⾦ 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 

建 物 
構 築 物 
機 械 及 び 装 置 
⾞ 両 運 搬 具 
⼯ 具 、 器 具 及 び 備 品 
⼟ 地 

無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ エ ア 
そ の 他 

投 資 そ の 他 の 資 産 
投 資 有 価 証 券 
関 係 会 社 株 式 
関 係 会 社 出 資 ⾦ 
⻑ 期 貸 付 ⾦ 
前 払 年 ⾦ 費 ⽤ 
そ の 他 
貸 倒 引 当 ⾦ 

22,011 
2,718 

0 
2,366 

10,768 
769 
86 

1,619 
10 
47 

2,695 
1,043 
△115 

22,393 
6,501 
2,249 

36 
886 

0 
390 

2,939 
171 
158 
13 

15,720 
3,371 
8,178 

636 
67 

2,874 
707 

△117 

流 動 負 債 
⽀ 払 ⼿ 形 
電 ⼦ 記 録 債 務 
買 掛 ⾦ 
短 期 借 ⼊ ⾦ 
1年内返済予定の⻑期借⼊⾦ 
未 払 ⾦ 
未 払 費 ⽤ 
未 払 法 ⼈ 税 等 
預 り ⾦ 
前 受 収 益 
賞 与 引 当 ⾦ 
役 員 賞 与 引 当 ⾦ 
そ の 他 

固 定 負 債 
⻑ 期 借 ⼊ ⾦ 
繰 延 税 ⾦ 負 債 
役 員 退 職 慰 労 引 当 ⾦ 
役 員 株 式 給 付 引 当 ⾦ 
そ の 他 

11,819 
4 

316 
3,296 
4,200 
1,940 

794 
176 
57 
58 
38 

397 
18 

518 
9,149 
7,141 
1,657 

130 
49 

170 
負 債 合 計 20,968 

純 資 産 の 部 
株 主 資 本 

資 本 ⾦ 
資 本 剰 余 ⾦ 

資 本 準 備 ⾦ 
利 益 剰 余 ⾦ 

利 益 準 備 ⾦ 
そ の 他 利 益 剰 余 ⾦ 

配 当 平 均 積 ⽴ ⾦ 
退 職 積 ⽴ ⾦ 
⼟ 地 圧 縮 積 ⽴ ⾦ 
建 物 等 圧 縮 積 ⽴ ⾦ 
別 途 積 ⽴ ⾦ 
繰 越 利 益 剰 余 ⾦ 

⾃ ⼰ 株 式 
評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額⾦ 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 

21,806 
7,996 

12,057 
12,057 
4,719 
1,306 
3,413 

550 
370 
82 
9 

2,265 
136 

△2,966 
1,630 
1,533 

96 
純 資 産 合 計 23,436 

資 産 合 計 44,405 負 債 純 資 産 合 計 44,405 
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損益計算書（2025年４⽉１⽇から2026年３⽉31⽇まで） 
 

（単位︓百万円） 
科      ⽬ ⾦  額 

売 上 ⾼  22,533 
売 上 原 価  19,571 

売 上 総 利 益  2,962 
販 売 費 及 び ⼀ 般 管 理 費  3,813 

営 業 損 失  850 
営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 ⾦ 2,395  
不 動 産 賃 貸 料 664  
為 替 差 益 
雑 収 ⼊ 

307 
33 

 
3,400 

営 業 外 費 ⽤   
⽀ 払 利 息 199  
不 動 産 賃 貸 原 価 278  
貸 倒 引 当 ⾦ 繰 ⼊ 額 59  
雑 損 失 16 554 
経 常 利 益  1,995 

特 別 利 益   
投 資 有 価 証 券 売 却 益 
関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 ⾦ 戻 ⼊ 額 

7 
129 137 

特 別 損 失   
固 定 資 産 売 却 損 0  
固 定 資 産 除 却 損 17  
減 損 損 失 0  
投 資 有 価 証 券 評 価 損 7  
関 係 会 社 株 式 評 価 損 1,360  
関 係 会 社 ⽀ 援 損 193  
そ の 他 1 1,582 
税 引 前 当 期 純 利 益  550 
法 ⼈ 税 、 住 ⺠ 税 及 び 事 業 税  182 
法 ⼈ 税 等 調 整 額  152 
当 期 純 利 益  215 
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株主資本等変動計算書 
 

(2 0 2 5 年 ４ ⽉ １ ⽇ か ら
2026年３⽉31⽇まで) 

 
（単位︓百万円） 

 
株主資本 

資本⾦ 
資本剰余⾦ 

資本準備⾦ その他資本剰余⾦ 
当 期 ⾸ 残 ⾼ 7,996 12,057 － 
当 期 変 動 額    

剰 余 ⾦ の 配 当    
当 期 純 利 益    
⾃ ⼰ 株 式 の 取 得    
⾃ ⼰ 株 式 の 処 分    
株 主 資 本 以 外 の 項 ⽬ の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）    

当 期 変 動 額 合 計 － － － 
当 期 末 残 ⾼ 7,996 12,057 － 

 

 
株主資本 

利益剰余⾦ 
⾃⼰株式 株主資本合計 

利益準備⾦ その他利益剰余⾦ 
当 期 ⾸ 残 ⾼ 1,306 4,092 △2,971 22,481 
当 期 変 動 額     

剰 余 ⾦ の 配 当  △894  △894 
当 期 純 利 益  215  215 
⾃ ⼰ 株 式 の 取 得   △1 △1 
⾃ ⼰ 株 式 の 処 分   5 5 
株 主 資 本 以 外 の 項 ⽬ の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）    － 

当 期 変 動 額 合 計 － △679 4 △674 
当 期 末 残 ⾼ 1,306 3,413 △2,966 21,806 
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評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 
評価差額⾦ 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算差額等 
合計 

当 期 ⾸ 残 ⾼ 961 16 978 23,459 
当 期 変 動 額     

剰 余 ⾦ の 配 当   － △894 
当 期 純 利 益   － 215 
⾃ ⼰ 株 式 の 取 得   － △1 
⾃ ⼰ 株 式 の 処 分   － 5 
株 主 資 本 以 外 の 項 ⽬ の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 571 80 652 652 

当 期 変 動 額 合 計 571 80 652 △22 
当 期 末 残 ⾼ 1,533 96 1,630 23,436 

 

（注） その他利益剰余⾦の内訳                                                                                      （単位︓百万円） 

 配当平均積⽴⾦ 退職積⽴⾦ ⼟地圧縮積⽴⾦ 建物等圧縮積⽴⾦ 
当 期 ⾸ 残 ⾼ 550 370 82 10 
当 期 変 動 額     

剰 余 ⾦ の 配 当     
当 期 純 利 益     
建 物 等 圧 縮 積 ⽴ ⾦ の 取 崩   △0 △0 
株 主 資 本 以 外 の 項 ⽬ の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）     

当 期 変 動 額 合 計 － － △0 △0 
当 期 末 残 ⾼ 550 370 82 9 

 
 別途積⽴⾦ 繰越利益剰余⾦ 合計 
当 期 ⾸ 残 ⾼ 2,265 814 4,092 
当 期 変 動 額    

剰 余 ⾦ の 配 当   △894 △894 
当 期 純 利 益  215 215 
建 物 等 圧 縮 積 ⽴ ⾦ の 取 崩  0 － 
株 主 資 本 以 外 の 項 ⽬ の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）   － 

当 期 変 動 額 合 計 － △678 △679 
当 期 末 残 ⾼ 2,265 136 3,413 
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個 別 注 記 表 

重要な会計⽅針 
1.資産の評価基準及び評価⽅法 

(1)有価証券 
⼦会社株式及び関連会社株式 
 移動平均法による原価法 
その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの  
時価法(評価差額は全部純資産直⼊法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 

市場価格のない株式等 
移動平均法による原価法 

(2)デリバティブ 
時価法 

(3)棚卸資産 
通常の販売⽬的で保有する棚卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切り下げの⽅法）によっております。 
製     品  売価還元法  
仕  掛  品  材料費については最終仕⼊原価法、労務費・経費については実際発⽣額の合計額であります。 
原材料及び貯蔵品 最終仕⼊原価法 

 
2.固定資産の減価償却の⽅法 

(1)有形固定資産(リース資産を除く) 
定率法によっております。 
ただし、1998年４⽉１⽇以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに2016年４⽉１⽇以降に取得した建物付属設備及び構
築物については、定額法によっております。 
なお、主な耐⽤年数は次のとおりです。 

建物                15〜50年 
構築物              10〜50年 
機械及び装置            ８年 
⾞両運搬具            ４年 
⼯具、器具及び備品  ２〜６年 

また、2007年３⽉31⽇以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する
⽅法によっております。 

(2)無形固定資産(リース資産を除く) 
定額法によっております。 
なお、主な耐⽤年数は次のとおりです。 

ソフトウエア(⾃社利⽤分)  ５年(社内における利⽤可能期間) 
(3)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐⽤年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。 

 
3.引当⾦の計上基準 

(1)貸倒引当⾦ 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、⼀般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を勘案し、回収不能⾒込額を計上しております。 

(2)賞与引当⾦ 
従業員に対する賞与の⽀給に充てるため、当事業年度末以降における⽀給⾒込額のうち、当事業年度に属する⽀給対象期間に
対応する⾦額を計上しております。 

(3)役員賞与引当⾦ 
役員に対する賞与の⽀給に充てるため、当事業年度における⽀給⾒込額に基づき計上しております。 
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(4)退職給付引当⾦ 
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年⾦資産の⾒込額に基づき計上しております。 
退職給付⾒込額の期間帰属⽅法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付⾒込額を当事業年度末までの期間に帰属させる⽅法については、給付算定式基準
によっております。 
なお、当事業年度末において認識すべき年⾦資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合
には、前払年⾦費⽤として投資その他の資産に計上しております。 

数理計算上の差異の費⽤処理⽅法 
数理計算上の差異は、各事業年度の発⽣時における従業員の平均残存勤務期間以内の⼀定の年数(５年)による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発⽣の翌事業年度から費⽤処理しております。 

(5)役員退職慰労引当⾦ 
取締役及び執⾏役員の退職慰労⾦の⽀給に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要⽀給額を計上しております。 

(6)役員株式給付引当⾦ 
取締役及び執⾏役員への当社株式の交付に備えるため、内規に基づく当事業年度末における株式給付債務の⾒込額に基づき計
上しております。 

 
4. 重要な収益及び費⽤の計上基準 

当社の顧客との契約から⽣じる収益に関する主要な事業における主な履⾏義務の内容は、電気通信及び電⼦機器等⽤部品の国内及び海外
における販売であります。当該製品の販売については、顧客に製品を引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、国内の販売につ
いては「収益認識に関する会計基準の適⽤指針」第98項に定める代替的な取扱いを適⽤し、出荷時点で収益を認識しております。なお、製
品の販売のうち、当社が代理⼈に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る額から仕⼊先に⽀払う額を控除した純額で収益を
認識しております。 

 
5.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  

(1)ヘッジ会計の⽅法 
a ヘッジ会計の⽅法 

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている⾦利スワップ取引については、当該特例処
理によっております。 

b ヘッジ⼿段とヘッジ対象 
ヘッジ⼿段 

  ⾦利スワップ 
ヘッジ対象 

  ⾦利変動により影響を受ける⻑期借⼊⾦利息 
c ヘッジ⽅針 

当社所定の社内承認⼿続を⾏った上で、借⼊⾦利息の⾦利変動リスクを回避する⽬的により、⾦利スワップを利⽤しております。 
d ヘッジ有効性評価の⽅法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ⼿段のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期ごとに⽐較し、両者の変動
額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている⾦利スワップについては、有効性の評価
を省略しております。 

(2)退職給付に係る会計処理 
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の⽅法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の⽅法と異なっており
ます。 

(3)資産に係る控除対象外消費税等の会計処理 
資産に係る控除対象外消費税及び地⽅消費税は当事業年度の費⽤として処理しております。 

(4)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
外貨建⾦銭債権債務は、決算⽇の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 
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会計上の⾒積りに関する注記 
固定資産の減損 

(1)当事業年度の計算書類に計上した⾦額 
(単位︓百万円) 

 当事業年度 
減損損失 0 

(2)その他⾒積りの内容に関する理解に資する情報 

連結計算書類「連結注記表（会計上の⾒積りに関する注記）」に記載した内容と同⼀であります。 

 
貸借対照表に関する注記 

1.担保に供している資産及び担保に係る債務 
(1)担保に供している資産 
     建物                                     1,066百万円 
     構築物                                      25百万円 
     機械及び装置                               132百万円 
     ⼯具、器具及び備品                         147百万円 
     ⼟地                                       295百万円  
     計                                       1,668百万円 

 
(2)担保に係る債務 
     短期借⼊⾦                        1,800百万円 

⼀年内返済予定の⻑期借⼊⾦                1,236百万円 
     ⻑期借⼊⾦                                3,483百万円 
     計                                        6,520百万円 
 

2.有形固定資産の減価償却累計額                    22,620百万円 
    減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表⽰しております。 

 
3.関係会社に対する⾦銭債権及び債務 

短期⾦銭債権                                9,485百万円 
短期⾦銭債務                2,345百万円 

なお、区分掲記したものについては除いております。 
 

４.保証債務 
以下の関係会社の債務に対し債務保証を⾏っております。 
SMK Electronics Corporation, U.S.A.      319百万円 

 
損益計算書に関する注記 

関係会社との取引⾼ 
売    上    ⾼                       5,324百万円 
売  上  原  価                       7,907百万円 
販売費及び⼀般管理費                          174百万円 
営業取引以外の取引⾼                       2,515百万円 

 
株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度末における⾃⼰株式の種類及び株式数 
普通株式                                        855,983株 
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税効果会計に関する注記 
１.繰延税⾦資産及び繰延税⾦負債の発⽣の主な原因別の内訳 

繰延税⾦資産 
棚卸資産評価損 82百万円
賞与引当⾦ 125百万円
関係会社株式評価損 1,891百万円
関係会社出資⾦評価損 32百万円
貸倒引当⾦ 75百万円
減損損失 223百万円
繰越⽋損⾦ 2,004百万円
その他 478百万円
繰延税⾦資産⼩計 4,913百万円
評価性引当額 △4,803百万円
繰延税⾦資産合計 110百万円
 

 
繰延税⾦負債 

前払年⾦費⽤ △979百万円
⼟地圧縮積⽴⾦ △37百万円
建物等圧縮積⽴⾦ △4百万円
その他有価証券評価差額⾦ △690百万円
その他 △55百万円
繰延税⾦負債合計 △1,768百万円
繰延税⾦負債の純額 △1,657百万円

  
２. 法⼈税及び地⽅法⼈税の会計処理⼜はこれらに関する税効果会計の会計処理 

   当社はグループ通算制度を適⽤しております。また、「グループ通算制度を適⽤する場合の会計処理及び開⽰に関する取扱い」（実務対応

報告第 42 号 2021 年８⽉ 12 ⽇）に従って、法⼈税及び地⽅法⼈税の会計処理⼜はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開⽰を⾏っ

ております。 

 
関連当事者との取引に関する注記 

⼦会社及び関連会社等 

属性 会社等の名称 
議決権等の 

所有(被所有) 
割合 
(％) 

関連当事者 
との関係 取引の内容 取引⾦額 

(百万円) 科⽬ 期末残⾼ 
(百万円) 

⼦会社 SMK Electronics Corporation, 
U.S.A. 

所有 
直接100.0 

当社製品の販売 
資⾦の援助 
役員の兼任 

売上 (注)１ 
資⾦の貸付 (注)２ 
利息の受取 (注)２ 

 
増資の引受 (注)３ 

1,428 
－ 
70 

 
3,136 

売掛⾦ 
短期貸付⾦ 
流動資産 
その他 

－ 

2,831 
1,119 

13 
 

－ 

⼦会社 SMK Electronics (Dongguan) 
Co., Ltd. 

所有 
間接100.0 同社製品の購⼊ 仕⼊ (注)１ 4,384 買掛⾦  972 

⼦会社 SMK Electronics (Shenzhen) 
Co., Ltd. 

所有 
直接100.0 

当社製品の販売 
同社製品の購⼊ 仕⼊ (注)１ 801 買掛⾦ 778 

⼦会社 SMK Electronics (Europe) 
Limited 

所有 
直接100.0 

当社製品の販売 
資⾦の援助 
役員の兼任 

売上 (注)１  177 売掛⾦ 802 

⼦会社 SMK Electronics Singapore Pte. 
Ltd. 

所有 
直接100.0 当社製品の販売 売上 (注)１  626 売掛⾦ 463 
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属性 会社等の名称 
議決権等の 

所有(被所有) 
割合 
(％) 

関連当事者 
との関係 取引の内容 取引⾦額 

(百万円) 科⽬ 期末残⾼ 
(百万円) 

⼦会社 SMK Electronics (Malaysia) 
Sdn. Bhd. 

所有 
直接100.0 

当社製品の販売 
同社製品の購⼊ 
資⾦の援助 

売上 (注)１ 
増資の引受 (注)３ 

370 
1,443 

売掛⾦ 
－ 

563 
－ 

⼦会社 SMK Electronics (Phils.) 
Corporation 

所有 
直接100.0 

同社製品の購⼊ 
資⾦の援助 増資の引受 (注)３ 661 － － 

⼦会社 昭和エンタプライズ(株) 所有 
 直接100.0 資⾦の援助 

資⾦の貸付 (注)２ 
利息の受取 (注)２ 

 

700 
11 

 

短期貸付⾦ 
流動資産 
その他 

660 
4 
 

⼦会社 SMKキャリアサービス(株) 所有 
 直接100.0 資⾦の援助 債権放棄 (注) 4 193 － － 

（注）取引条件及び取引条件への決定⽅針等 
1. 市場価格、総原価を勘案して取引価格を決定しております。 
2. 資⾦の貸付については、市場⾦利を勘案して利率を合理的に決定しております。 
3. 増資の引受は、⼦会社が⾏った増資を引き受けたもの及び債権の株式化（デット・エクイティ・スワップ）によるものであります。 
4. 貸付⾦について、債権放棄を⾏っております。 

 
収益認識に関する注記 
・顧客との契約から⽣じる収益を理解するための基礎となる情報 

当社は、国内及び海外の顧客に対して、電気通信及び電⼦機器等⽤部品を販売しております。履⾏義務の充⾜時点については、製品を顧客に引
き渡した時点としておりますが、これは、当該時点において製品に対する⽀配が顧客に移転すると判断できるためであります。ただし、国内の販
売については「収益認識に関する会計基準の適⽤指針」第98項に定める代替的な取扱いを適⽤し、出荷時点で収益を認識しております。代理⼈と
して⾏われる取引については、顧客から受け取る額から仕⼊先に⽀払う額を控除した純額で取引価格を算定しております。取引の対価は、製品の
引き渡し後、概ね３か⽉以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重⼤な⾦融要素の調整は⾏っておりません。 
 

１株当たり情報に関する注記 
1.１株当たり純資産額                            3,694円27銭 
2.１株当たり当期純利益                            33円92銭 
 
(注)  株主資本において⾃⼰株式として計上されている信託に残存する⾃社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発⾏済株式総数から

控除する⾃⼰株式数に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する⾃⼰株式に含めてお
ります。 
１株当たり純資産額の算定上、控除した当該⾃⼰株式の期末株式数は 38,600 株であり、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該
⾃⼰株式の期中平均株式数は 39,038 株であります。 

 

重要な後発事象に関する注記 
該当事項はありません。 
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連結計算書類に係る会計監査⼈の監査報告書 
  

 
独⽴監査⼈の監査報告書 

 

2026年５⽉21⽇ 
Ｓ Ｍ Ｋ 株 式 会 社 
 

取 締 役 会 御 中 
 

EY新⽇本有限責任監査法⼈ 
 

東 京 事 務 所 
 
 

指定有限責任社員 
業 務 執 ⾏ 社 員  公認会計⼠ 佐 藤 武 男   
      

指定有限責任社員 
業 務 執 ⾏ 社 員  公認会計⼠ ⼤ 澤 ⼀ 真   

 
監査意⾒ 

当監査法⼈は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＳＭＫ株式会社の2025年４⽉１⽇から2026年３⽉31⽇までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表につ
いて監査を⾏った。 

当監査法⼈は、上記の連結計算書類が、我が国において⼀般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＳＭＫ
株式会社及び連結⼦会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表⽰しているものと認める。 

 
監査意⾒の根拠 

当監査法⼈は、我が国において⼀般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を⾏った。監査の基準における当
監査法⼈の責任は、「連結計算書類の監査における監査⼈の責任」に記載されている。当監査法⼈は、我が国における職業
倫理に関する規定（社会的影響度の⾼い事業体の財務諸表監査に適⽤される規定を含む。）に従って、会社及び連結⼦会社
から独⽴しており、また、監査⼈としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法⼈は、意⾒表明の基礎となる⼗
分かつ適切な監査証拠を⼊⼿したと判断している。 

 
その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開⽰することに
ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運⽤における取締役の職務の執⾏
を監視することにある。 

当監査法⼈の連結計算書類に対する監査意⾒の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法⼈はその他の記載
内容に対して意⾒を表明するものではない。 

連結計算書類の監査における当監査法⼈の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結計算書類⼜は当監査法⼈が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法⼈は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法⼈が報告すべき事項はない。 
 
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 

経営者の責任は、我が国において⼀般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表
⽰することにある。これには、不正⼜は誤謬による重要な虚偽表⽰のない連結計算書類を作成し適正に表⽰するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運⽤することが含まれる。 

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において⼀般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開⽰する必要
がある場合には当該事項を開⽰する責任がある。 

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運⽤における取締役の職務の執⾏を監視することにある。 
 
連結計算書類の監査における監査⼈の責任 

監査⼈の責任は、監査⼈が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正⼜は誤謬による重要な虚偽表⽰が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独⽴の⽴場から連結計算書類に対する意⾒を表明すること
にある。虚偽表⽰は、不正⼜は誤謬により発⽣する可能性があり、個別に⼜は集計すると、連結計算書類の利⽤者の意思決
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定に影響を与えると合理的に⾒込まれる場合に、重要性があると判断される。 
監査⼈は、我が国において⼀般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専⾨家として

の判断を⾏い、職業的懐疑⼼を保持して以下を実施する。 
・不正⼜は誤謬による重要な虚偽表⽰リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表⽰リスクに対応した監査⼿続を⽴案
し、実施する。監査⼿続の選択及び適⽤は監査⼈の判断による。さらに、意⾒表明の基礎となる⼗分かつ適切な監査証拠を
⼊⼿する。 
・連結計算書類の監査の⽬的は、内部統制の有効性について意⾒表明するためのものではないが、監査⼈は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査⼿続を⽴案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 
・経営者が採⽤した会計⽅針及びその適⽤⽅法の適切性、並びに経営者によって⾏われた会計上の⾒積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。 
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、⼊⼿した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を⽣じさせるような事象⼜は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、⼜は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意⾒
を表明することが求められている。監査⼈の結論は、監査報告書⽇までに⼊⼿した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・連結計算書類の表⽰及び注記事項が、我が国において⼀般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表⽰、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計
事象を適正に表⽰しているかどうかを評価する。 
・連結計算書類に対する意⾒表明の基礎となる、会社及び連結⼦会社の財務情報に関する⼗分かつ適切な監査証拠を⼊⼿す
るために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査⼈は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責
任がある。監査⼈は、単独で監査意⾒に対して責任を負う。 

監査⼈は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発⾒事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を⾏う。 

監査⼈は、監査役及び監査役会に対して、独⽴性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査⼈の独⽴性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合⼜は
阻害要因を許容可能な⽔準にまで軽減するためのセーフガードを適⽤している場合はその内容について報告を⾏う。 

 
利害関係 

会社及び連結⼦会社と当監査法⼈⼜は業務執⾏社員との間には、公認会計⼠法の規定により記載すべき利害関係はない。 
以 上 
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計算書類等に係る会計監査⼈の監査報告書 
  

 
独⽴監査⼈の監査報告書 

 

2026年５⽉21⽇ 
Ｓ Ｍ Ｋ 株 式 会 社 
 

取 締 役 会 御 中 
 

EY新⽇本有限責任監査法⼈ 
 

東 京 事 務 所 
 
 

指定有限責任社員 
業 務 執 ⾏ 社 員  公認会計⼠ 佐 藤 武 男   
      

指定有限責任社員 
業 務 執 ⾏ 社 員  公認会計⼠ ⼤ 澤 ⼀ 真   

 
監査意⾒ 
 当監査法⼈は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＳＭＫ株式会社の2025年４⽉１⽇から2026年３⽉31⽇ま
での第104期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を⾏った。 
 当監査法⼈は、上記の計算書類等が、我が国において⼀般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表⽰しているものと認める。  
  
監査意⾒の根拠 
 当監査法⼈は、我が国において⼀般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を⾏った。監査の基準における当
監査法⼈の責任は、「計算書類等の監査における監査⼈の責任」に記載されている。当監査法⼈は、我が国における職業倫
理に関する規定（社会的影響度の⾼い事業体の財務諸表監査に適⽤される規定を含む。）に従って、会社から独⽴してお
り、また、監査⼈としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法⼈は、意⾒表明の基礎となる⼗分かつ適切な監
査証拠を⼊⼿したと判断している。 
  
その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開⽰することに
ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運⽤における取締役の職務の執⾏
を監視することにある。 
 当監査法⼈の計算書類等に対する監査意⾒の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法⼈はその他の記載内
容に対して意⾒を表明するものではない。 
 計算書類等の監査における当監査法⼈の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
計算書類等⼜は当監査法⼈が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 
 当監査法⼈は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。 
 その他の記載内容に関して、当監査法⼈が報告すべき事項はない。 
 
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において⼀般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表⽰
することにある。これには、不正⼜は誤謬による重要な虚偽表⽰のない計算書類等を作成し適正に表⽰するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運⽤することが含まれる。 
 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において⼀般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開⽰する必要があ
る場合には当該事項を開⽰する責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運⽤における取締役の職務の執⾏を監視することにある。 
  
計算書類等の監査における監査⼈の責任 
 監査⼈の責任は、監査⼈が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正⼜は誤謬による重要な虚偽表⽰がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独⽴の⽴場から計算書類等に対する意⾒を表明することにあ
る。虚偽表⽰は、不正⼜は誤謬により発⽣する可能性があり、個別に⼜は集計すると、計算書類等の利⽤者の意思決定に影
響を与えると合理的に⾒込まれる場合に、重要性があると判断される。 
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監査⼈は、我が国において⼀般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専⾨家として
の判断を⾏い、職業的懐疑⼼を保持して以下を実施する。 
・不正⼜は誤謬による重要な虚偽表⽰リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表⽰リスクに対応した監査⼿続を⽴案
し、実施する。監査⼿続の選択及び適⽤は監査⼈の判断による。さらに、意⾒表明の基礎となる⼗分かつ適切な監査証拠を
⼊⼿する。 
・計算書類等の監査の⽬的は、内部統制の有効性について意⾒表明するためのものではないが、監査⼈は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査⼿続を⽴案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 
・経営者が採⽤した会計⽅針及びその適⽤⽅法の適切性、並びに経営者によって⾏われた会計上の⾒積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。 
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、⼊⼿した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を⽣じさせるような事象⼜は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、⼜は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意⾒を表明す
ることが求められている。監査⼈の結論は、監査報告書⽇までに⼊⼿した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・計算書類等の表⽰及び注記事項が、我が国において⼀般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表⽰、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を
適正に表⽰しているかどうかを評価する。 
 監査⼈は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発⾒事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を⾏う。 
 監査⼈は、監査役及び監査役会に対して、独⽴性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査⼈の独⽴性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合⼜は
阻害要因を許容可能な⽔準にまで軽減するためのセーフガードを適⽤している場合はその内容について報告を⾏う。 
 
利害関係 
  会社と当監査法⼈⼜は業務執⾏社員との間には、公認会計⼠法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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監査役会の監査報告書 
  

 
監査報告書 

 
 

 当監査役会は、2025 年 4 ⽉ 1 ⽇から 2026 年 3 ⽉ 31 ⽇までの第 104 期事業年度における取締役の職務の執⾏に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の⼀致した意⾒として本監査報告書を作成し、以下のと
おり報告いたします。 
  
１．監査役及び監査役会の監査の⽅法及びその内容 

    監査役会は、当期の監査の⽅針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ
か、取締役等及び会計監査⼈からその職務の執⾏状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

    各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査の⽅針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査
室その他の使⽤⼈等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議
に出席し、取締役及び使⽤⼈等からその職務の執⾏状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。 

    また、事業報告に記載されている取締役の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式
会社及びその⼦会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施⾏規則第 100 条第 1 項及
び第 3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び使⽤⼈等からその構築及び運⽤の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意⾒を表明いたしました。 

    ⼦会社については、⼦会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて⼦会社から事業の報
告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。 

     さらに、会計監査⼈が独⽴の⽴場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監
査⼈からその職務の執⾏状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査⼈から「職務の遂⾏
が適正に⾏われることを確保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

     以上の⽅法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資  
本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

 
２．監査の結果 
（１）事業報告等の監査結果 

⼀ 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく⽰しているものと認めます。 
⼆ 取締役の職務の執⾏に関する不正の⾏為⼜は法令もしくは定款に違反する重⼤な事実は認められません。 
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事

業報告の記載内容及び取締役の職務の執⾏についても、指摘すべき事項は認められません。 
（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査⼈ EY 新⽇本有限責任監査法⼈の監査の⽅法及び結果は相当であると認めます。 
（３）連結計算書類の監査結果 

会計監査⼈ EY 新⽇本有限責任監査法⼈の監査の⽅法及び結果は相当であると認めます。 
  

2026 年５⽉ 21 ⽇ 
 
 

Ｓ Ｍ Ｋ 株 式 会 社 監査役会  
 
 

常 勤 監 査 役   ⼤ 垣 幸 平 ㊞  
      

監 査 役 ( 社 外 )   中 島   成 ㊞  
監 査 役 ( 社 外 )   ⻄ 村 ⽂ 男 ㊞  

 

以 上 
 

 


